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旨 

 教育は、子どもたち一人ひとりの能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎

を培うものであり、子どもたちが将来にわたって幸福な生活を営んでいく上で不可欠なも

のです。また、将来の福岡市やこの国を担っていく人材を育てていくという使命もあり、

教育の重要性はどのような時代にあっても変わることはありません。 

 

福岡市教育委員会では、平成 12年７月に「教育改革プログラム」を策定し、これに基

づき 21世紀を生きる子どもたちを健やかにはぐくむため、学校教育を中心として、家庭

や地域と連携した教育環境の実現に向け教育改革に取り組んできました。 

 

 その後、福岡市における初めての教育振興基本計画となる「新しいふくおかの教育計

画～『改革』と『共育創造』～」を平成 21年６月に、「第２次福岡市教育振興基本計画」

を令和元年６月に策定し、これらの計画に掲げる「目指す子ども像」の実現に向け、施

策・取組みを推進してきました。 

 

 第２次福岡市教育振興基本計画の期間中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

をはじめ、グローバル化や少子高齢化の進展、国際情勢の不安定化など、社会が急速な

変化を遂げています。 

 

 このような時代の中で、子どもたちへの教育を一層充実していくため、社会情勢の変

化やこれまで進めてきた取組みの成果・課題を踏まえ、「目指す人間像」や子どもたちに

「身に付けてほしい力」を明らかにし、これからの福岡市の教育が進むべき方向性を示

す指針として「第３次福岡市教育振興基本計画（以下「本計画」という。）」を策定しま

す。 

  

１ 計画策定の趣旨 
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（１）計画の位置づけ 

   ①法的位置づけ 

本計画は、教育基本法に規定される「地方公共団体における教育の振興のための施

策に関する基本的な計画」として策定します。 

②本市における位置づけ 

令和元年度に策定した「第２次福岡市教育振興基本計画」の成果や課題を踏まえ、

また、国の第４期教育振興基本計画を参酌し、本市の教育分野の指針となる計画とし

て策定します。個別具体の事業や取組みについては、毎年度策定する教育委員会運営

方針で示していきます。 

福岡市政全般にわたる「福岡市基本構想」、「福岡市基本計画」、「政策推進プラン」

との整合を図るとともに、子どもや保健・福祉など本計画と関連する各分野の個別計

画や施策と連携を図りながら、施策を推進していきます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）計画の範囲 

   市立学校（小学校・中学校・特別支援学校・高等学校）における取組みを中心とし、

子どもたちをともに育む家庭・地域等の取組みも含めた、教育に関わる分野を範囲と

します。 

 

（３）計画の期間 

   令和７(2025)年度から令和 11(2029)年度までの５年間とします。 

 

（４）計画の進行管理 

   本計画の進行管理は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第１項の

規定に基づき毎年度実施する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価」により行います。   

 

２ 計画の枠組み 

第
４
期
教
育
振
興
基
本
計
画 

 

第
３
次
教
育
振
興
基
本
計
画 

 第５次子ども総合計画等 

連携 

参酌し策定 
 

政策推進プラン 

 
基本計画 

 基本構想 

福岡市では、総合計画に基づ

く各施策の着実な推進によ

り、ＳＤＧｓの達成に取り組

んでいます。 

計
画
の
位
置
づ
け
と
関
係
図 

教育基本法第 17条 

整合性に配慮 

国 福岡市 
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第２次福岡市教育振興基本計画（現計画）を策定した

直後から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

社会全般にわたって対策が講じられ、学校教育において

も臨時休業措置をはじめとした様々な制約を余儀なくさ

れるなど、計画策定時には想定できなかった多大な影響

が生じました。  

そのような中においても、感染拡大の防止と学びの継

続の両立に向けてオンライン授業や動画教材を活用する

など様々な取組みを行ってきており、「学校に行くのは楽

しいと思う」1と回答した児童生徒の割合は平成 29 年度

より上昇しています。 

 

以下に、現計画期間中の「主な取組み」や「成果と課題」を８つの分野ごとにまとめまし

た。（「初期値」及び「目標値」は、現計画の評価指標の「初期値」及び「目標値」をいいま

す。） 

                                        
1 「学校に行くのは楽しいと思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合（生活習慣・学習定着度調査） 

平成 29年度は小４、小５、中１、中２が対象。令和３年度以降は全学年が対象 

〇「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（令和３年１月中央教育審議会答申） 

2020 年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」とし、その姿

を「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」としてい

ます。また、「令和の日本型学校教育」における教職員の姿は、「子供一人一人の学びを

最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支

援する伴走者としての能力も備えている。」とされています。 

 

〇第４期教育振興基本計画（令和５年６月閣議決定） 

2040年以降の社会を見据えた教育政策の在り方を示すものとして策定されました。 

総括的な基本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差し

たウェルビーイングの向上」を掲げ、その下に「グローバル化する社会の持続的な発展

に向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す

共生社会の実現に向けた教育の推進」など５つの基本的方針を定めたうえで、16 の基

本施策が示されています。 

４ 第２次福岡市教育振興基本計画における取組み及び成果・課題 

３ 国の動向 
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（１）学びの姿・学力 

 【主な取組み】 

 ・１人１台端末の早期導入や児童生徒数に応じた通信回線の整備などＩＣＴ2環境の整

備を推進 

・小中学校全学年で 35人以下学級を実施 

・学習指導員の配置やふれあい学び舎事業などを実施 

・小学校５、６年生、中学校、特別支援学校にネイティブスピーカー（外国人英語指導

講師）を派遣し、小学校３、４年生にゲストティーチャー（英語）を配置 

・公立夜間中学「福岡きぼう中学校」を開校 

【成果と課題】 

「協働的な学習の状況」3は目標値に達し、「児童生徒の授業内容に関する理解度」

4のうち、国語は初期値より上昇していますが、算数・数学は初期値と同程度で推移

しています。「学力の状況」5は中学３年生の数学は初期値より上昇していますが、そ

れ以外は低下しています。 

「生徒の英語能力の状況」6 は初期値から若干低下していますが、全国平均を大き

く上回っています。 

 

 （２）豊かな心・健やかな体 

  【主な取組み】 

・学校司書 7の配置や学校図書館支援センターによる専門的支援を推進 

・小学校では「夢の課外事業」や「職業探求プログラム」を、中学校では「未来を切り

拓くワークショップ」や「職場体験学習」を実施 

・自然教室を令和３年度から再開 

・改訂した人権教育指導の手引きに基づき各学校において人権教育を計画的に推進 

・学校水泳指導における民間プール等の活用モデル事業を実施 

    

                                        
2 情報通信技術（Information and Communication Technologyの略）。情報処理及び情報通信、パソコンやネットワー

ク関連の諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称 
3 「友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる」に肯定的に回答した児童

生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査) 
4 「国語、算数・数学の授業の内容がよくわかるか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査) 
5 国語、算数・数学の正答率が全国平均正答率を上回っている児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査) 
6 英検３級相当以上の中学３年生の割合（英検ＩＢＡ） 
7 学校図書館の環境整備、図書資料の分類・整理、図書選定、読書案内などを行い、子どもの読書活動の活性化を図る

職員 
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【成果と課題】 

児童生徒の「自尊感情の状況」8や「規範意識の状況」9は概ね向上し、「思いやりや

人権意識の状況」10については目標値に達していますが児童生徒の「将来の夢や目標

の状況」11は初期値より低下しています。 

児童生徒の「読書活動への意識」12は初期値より低下し、「１か月の読書量」は初期

値と同程度で推移しています。 

「体力運動能力の状況」13については、小学校は初期値と同程度で推移し、中学校

では初期値より低下しています。「運動習慣の状況」14は小中学校ともに初期値より低

下しています。 

   

 （３）いじめ・不登校 

  【主な取組み】 

  ・Ｑ－Ｕアンケート 15を小中学校の全学年に拡大 

・スクールカウンセラー16、スクールソーシャルワーカー17などの専門スタッフの配置

拡充、教育支援員 18の配置、ＳＮＳの活用など教育相談・支援体制を充実 

・学校ネットパトロールによるネット上の問題のある書き込み等への対応を実施 

・教育支援センター19（校外適応指導教室）を増設して全区に設置するとともに、令和

７年度の「学びの多様化学校 20」の開校に向けた教育課程等の検討や施設整備に着手 

  【成果と課題】 

積極的な認知が進んだことによりいじめの認知件数は増加し、コロナ下による生

活リズムの乱れ等により不登校児童生徒 21数は増加しています。 

 

                                        
8 「自分にはよいところがあると思う」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査) 
9 「学校のきまりを守っている」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査) 
10 「人が困っているときに助けています」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査) 
11 「将来に夢や目標を持っていますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(全国学力・学習状況調査） 
12 「読書が好きですか」に肯定的に回答した児童生徒の割合(生活習慣・学習定着度調査) 
13 総合得点の全国平均を 50とした場合の福岡市の児童生徒の値(体力・運動能力調査） 
14 「1週間の総運動時間が 60分未満」の児童生徒の割合（体力・運動能力調査） 
15 学校生活における児童生徒個々の意欲や満足度及び学級集団の状態を質問紙によって測定するもの 
16 学校において、子どもの悩みを聞いたり教員・保護者への相談相手となったりして、心理学的見地から指導・助言・

援助を行う職員 
17 子どもを取り巻く環境（学校、地域社会、家庭等）と子どもの間に位置し、子どもたちが日々の生活の中で出会う

様々な困難を、様々な環境に働きかけながら子どもの側に立って解決する職員 
18 クラスに入りづらい児童が落ち着いて自分にあったペースで学習・生活できるよう見守りを行う有償ボランティア 
19 様々な理由により不登校の状況にある子どもたちに対し、体験活動や学習活動などの様々な活動を通して、社会的自

立に向けた支援を行う機関 
20 不登校児童生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を行う学校 
21 長期欠席者（年間 30日以上の欠席者）のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景によ

り、子どもが登校しないあるいはしたくてもできない状況」にある児童生徒。ただし、病気や経済的な理由による者

を除く。 
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    児童生徒の「いじめに対する意識」22は目標達成に向けて順調に推移していますが、

「不登校児童生徒の復帰率」は初期値より低下しており、復帰までに期間を要する

ケースが増加しています。 

 

 （４）特別支援教育 

  【主な取組み】 

  ・特別支援学校高等部の新設、特別支援学級及び通級指導教室の増級などに取り組む

とともに、学校生活支援員 23の配置拡充やスクールバスの増便・乗車対象の拡大など

ニーズに応じた支援を充実 

・看護師を配置し、小中学校で医療的ケアが必要な児童生徒を受け入れるとともに、保

護者の負担軽減のため試行的に通学支援を開始 

 【成果と課題】 

  特別な支援を要する児童生徒数は増加傾向にあります。 

「児童生徒への個別の支援」24、「組織的な支援体制の充実」25は初期値より上昇し

ています。「就労率 26」については、５月時点で就労を希望した生徒が対象ですが、

進路希望が多様化し、職場実習の結果、就労移行支援事業所等に進み、数年後の就労

を目指すなど進路を変更する生徒が増加しており、初期値より低下しています。 

 

（５）高校教育 

 【主な取組み】 

 ・大学との連携など各学校の特色に応じた教育活動を推進。受験生の多様なニーズに応

えるために特色化選抜を導入 

・専門学科を有する高等学校について、有識者会議を設置し、育成する人材、設置学科、

教育内容等のあり方について検討を開始 

 【成果と課題】 

  「志願倍率の状況」27は初期値より低下していますが、「進路希望の実現に対する満

足度（生徒）」は初期値を超え９割近い数値となっています。 

  

                                        
22 「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」に肯定的に回答した児童生徒の割合 

(全国学力・学習状況調査) 
23 小・中学校において様々な配慮を必要とする児童生徒に対して、学校生活上の支援や学習活動上の支援、学習発表会

等学校行事における介助等を行う職員 
24 「個別の教育支援計画及び個別の指導計画に沿った支援が行われているとともに、適切に引き継ぎができているか」

に「はい」と回答した教員の割合(教育委員会調査) 
25 「校内支援委員会で具体的な支援方法が決定されているか」に「はい」と回答した教員の割合(教育委員会調査) 
26 知的障がい特別支援学校高等部３年生で就労を希望している生徒（５月時点）の卒業時における、一般企業と就労継

続支援 A型事業所への就労率 
27 志願倍率が県立高等学校平均倍率未満の学科数（全 14学科） 
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 （６）教育環境整備 

  【主な取組み】 

  ・計画的な改修の実施や建替えに着手するとともに、定期点検に基づく校舎や附帯設

備の整備を実施 

・小中学校の特別教室の空調整備は完了し、トイレの洋式化を計画的に実施 

・学校規模適正化については、学校の分離新設や増築など、教育環境の課題解決に向け

た取組みを推進 

・通学路の点検・安全対策を実施するとともに、スクールガード 28による登下校の見守

りを実施 

【成果と課題】 

  トイレの洋式化については、目標達成に向けて着実に進捗しています。 

  「子どもを地域ではぐくむという意識の状況」29については、初期値より低下して

います。 

 

 （７）学校と地域・家庭の連携 

  【主な取組み】 

  ・学生サポーター制度 30の活用や学校サポーター会議 31の活動を継続実施するととも

に、学校の情報を公開するため学校ホームページを充実 

・家庭の教育力向上に向けてＰＴＡと連携した事業やＮＰＯと協働した不登校児童生徒

の保護者を支援する事業等を実施するとともに、地域において自主的・組織的に学習

活動に取り組む団体を育成・支援 

  【成果と課題】 

    「学校情報の公開状況」32は初期値より上昇しており、「地域人材の活用」33は初期

値より低下しています。 

「基本的生活習慣の育成に対する意識」34は初期値より低下しています。 

   

  

                                        
28  学校や通学路等での巡回パトロールや危険個所の監視など、子どもたちを見守る学校安全ボランティア 
29 「地域の人たちは子どもたちの登下校時や道であったときに声かけをしているか」に肯定的に回答した教員・保護者

の割合(教育意識調査） 
30 福岡市教育委員会と協定を結んだ大学から派遣される学生を、市立学校で受け入れ、教員の補助として、授業や学校

行事など、様々な教育活動に参加してもらう制度 
31 開かれた学校づくりを推進するとともに、学校教育の活性化を図るため、国の学校評議員制度（学校教育法施行規則

第 49条）の福岡市版として設置するもの。学校の教育活動や学校行事、子どもたちの生活の様子等について協議す

る。 
32 「学校ホームページなどで学校情報を積極的に公開しているか」に肯定的に回答した教員・保護者の割合(教育意識

調査) 
33 「地域の人材や施設などを活かした教育を工夫している」に肯定的に回答した教員の割合(教育意識調査) 
34 「家庭で子どもに対して早寝早起きなどの規則正しい生活をさせているか」に肯定的に回答した保護者の割合(教育

意識調査） 
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（８）教職員 

 【主な取組み】 

  ・資質ある優秀な人材の確保のため、近隣大学と連携し、教員養成に取り組むととも

に、実践力を重視した特別選考を実施 

・部活動指導員 35やスクール・サポート・スタッフ 36など多様な支援スタッフの配置・

拡充や、自動音声メッセージ機能付き電話の整備、学校の庶務事務システムの構築、

デジタル採点システム・高機能複合機の導入を行うとともに、11 時間の勤務間イン

ターバル制度の導入による意識改革に取り組むなど、教員の負担を軽減 

・経験年数に応じた研修やＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修等を実施するととも

に、モデル校においてＩＣＴを活用した教育実践事例を創出し、全校に展開 

・不祥事防止に関する研修を全学校で実施 

【成果と課題】 

  「教員採用試験の受験者の状況（教員採用試験の競争率）」は初期値より低下して

いますが、「教員が子どもと向き合う時間の確保の状況」37及び「倫理意識の状況」38

については、初期値より上昇しています。 

  

                                        
35 部活動の技術的指導や大会への引率等を行う職員 
36 教員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう、教員の業務の支援に従事し、負担軽減を図る支援スタッ

フ 
37 「教員が子どもと接する時間が確保されているか」に肯定的に回答した教員の割合(教育意識調査） 
38 「公務員倫理や服務義務について、十分に理解している」に「そう思う」と回答した教職員の割合(教育委員会調査） 
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計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 基本的な考え方 

目指す人間像（こんな人になってほしい） 

自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き合い、 

  他者と力を合わせ、豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人 

 

身に付けてほしい力 

計画推進にあたっての共通の視点 

 
・Well-being(ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ)   ・ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｼｮﾝ） 

施策（具体的な取組みの方向性） 

自ら学ぶ力 他者と協働する力 

未来をつくる力 

基本方針（大切にしていくこと） 

子どもを主体とした
学びの推進 

教員の資質・意欲
の向上 

多様な教育ニーズ
への対応 

安全・安心な 
教育環境の整備 

地域連携の推進・ 
家庭教育の支援 
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現代は、変化が激しく、複雑で将来の予測が困難な時代と言われています。 

このような時代において、福岡市の子どもたちが、未知の環境や変化を前向きに受け止

め、豊かで幸福な人生を送り、持続可能な社会の創り手となることができるよう、目指す

人間像を「自分の可能性を信じ、様々な変化や困難に主体的に向き合い、他者と力を合わ

せ、豊かな人生やよりよい社会を切り拓く人」とします。 

 

 

  

  

福岡市の子どもたちが「目指す人間像」に向かって成長するためには、義務教育９年間

を通して、特に「自ら学ぶ力」、「他者と協働する力」、「未来をつくる力」を身に付けていく

ことが大切です。また、これらの力は、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい

生き方を実現していくために、生涯を通じて身に付け、高めていくことが求められます。 

 

① 自ら学ぶ力 

社会の変化を乗り越えていくためには、指示を受けて行動するだけではなく、主体的

に意欲を持ってものごとに関わることが大切です。 

そのためには、自分で課題や問題を見つけ、見通しを立て、学びの方法や環境を選び、

追究し、解決することが求められます。そして、自ら学んだことを振り返り、新たな学

びにつなげていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

② 他者と協働する力 

  社会を生き抜いていくためには、周りの人と話し合い、協力してより良い解決策を

探しながら行動することが大切です。 

そのためにも、まずは、自分が地域社会の一員であるという自覚を持ち、多様な人々

と関わり、自分のことを理解し、自分と異なる他者についてもよく知り、尊重するこ

とが大切です。その上で、異なる意見がある中でも合意形成を図り、納得のいく解決

策を見つけられるようになることが求められます。 

 

（１）目指す人間像 

（２）身に付けてほしい力 

「自ら学ぶ」とは 

・課題や問題を発見し、解決の見通しを持っている 

・学ぶ環境（人・空間・時間）を選択・決定し、進んで追究している 

・学んだことを振り返り、新たな学びへの意欲を持っている 
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 ③ 未来をつくる力 

   将来の予測が困難な時代においては、自らの未来は自らの手でつくり出していくこ

とが求められます。 

そのためには、自ら学んだことや、他者と協働して得た経験を基に、なりたい自分を

想い描き、その実現に向けて前向きに学校、家庭などの身の回りや社会の変化を受け止

め、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する意志を持ち続け、行動に移していくことが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

子どもたちが「自ら学ぶ力」、「他者と協働する力」、「未来をつくる力」を身に付けていく

ためには、子どもを主体とした学びを推進するとともに、多様な教育ニーズに対応してい

く必要があります。 

また、このような学びを実現していくためには、資質・意欲のある教員、安全・安心な

教育環境、地域・家庭との連携等が求められます。 

 

① 子どもを主体とした学びの推進 

子どもを主体とした学びを推進するためには、これまでの一斉型の授業に代表され

る受動的な学びから､自ら課題を設定し、試行錯誤しながら学びを調整し、解決に向

かう自律的な学びへと転換していく必要があります。 

また、教員は学習者主体の視点を意識し、子ども一人ひとりの可能性を引き出し、

学びを支える伴走者として、学びに必要な人や空間・時間などを整えていくことが求

められます。 

 

 

（３）基本方針（大切にしていくこと）  

「他者と協働する」とは 

・地域社会の一員としての自覚を持ち、多様な人と関わっている 

・自分を知るとともに、異なる他者を知り、尊重している 

・異なる意見がある中で合意形成を図り、納得解を得ることができる 

「未来をつくる」とは 

・様々な学びや経験を通して、なりたい自分を想い描いている 

・身の回りや社会における変化や困難を自分事として前向きに受け止めている 

・失敗を恐れずに新しいことに挑戦している 
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  子どもを主体とした学びのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

② 多様な教育ニーズへの対応 

特別な支援を必要とする児童生徒や不登校児童生徒、日本語指導を必要とする児童

生徒など、多様なニーズを有する児童生徒が、誰一人取り残されず、一人ひとりの可

能性を引き出すことができる教育を実現することが求められています。 

  きめ細かな相談体制の充実により個々のニーズを把握するとともに、多様な学びの

場を確保するなど、本人の意思を尊重し、関係機関とも連携しながら、個々の状況に

応じた適切な支援に取り組みます。 

 

③ 教員の資質・意欲の向上 

教員は学校教育の要であり、資質と意欲のある教員が心身ともに充実し、自己を高

めながら、活き活きと子どもたちと接していることが求められています。 

このため、優れた人材の採用や資質・能力の向上に取り組むとともに、学校におけ

る働き方改革を推進します。 

また、質の高い教育を実現し、複雑化・困難化する課題に対応していくため、「チ

ーム学校 39」の推進に取り組みます。 

 

④ 安全・安心な教育環境の整備 

学校は、子どもにとって学習の場であり生活の場でもあることから、安全・安心を

確保しつつ、新しい時代の学びを実現する場となることが求められています。 

今後も施設の老朽化等の状況も踏まえながら、教育環境の向上を推進するととも

に、学校・家庭・地域等の連携のもと、社会全体で子どもたちの安全を確保する取組

みを進めていきます。 

 

⑤ 地域連携の推進、家庭教育の支援 

   子どもたちは学校だけでなく、家庭や地域の中で様々な体験をしたり、様々な人た

ちと関わったりしながら学び、成長していきます。 

                                        
39 校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学

校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身に付け

させることができる学校 

調整中 
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学校や家庭を取り巻く環境が変化している中、学校・家庭・地域等が、教育におけ

るそれぞれの役割と責任を理解した上で、相互に連携・協力して子どもたちを育んで

いくことが求められています。 

   家庭や地域等の力を学校教育活動に積極的に生かしていくため、学校を地域や社会

に対して開き、家庭や地域等との連携・協働や地域・社会の多様な人材等の活用によ

る教育活動の充実に取り組みます。また、地域や家庭における教育の支援に取り組みま

す。 

 

 

 

基本方針を具体的に施策や事業として推進していくにあたり、特定の分野に限らず、こ

れからの時代において求められる視点として「Well-being（ウェルビーイング）」と「Ｄ

Ｘ（デジタルトランスフォーメーション）」が挙げられます。 

 

① Well-being（ウェルビーイング） 

   ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期

的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む

ものとされています。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的

に良い状態であることを含む包括的な概念とされています。 

   国の第４期教育振興基本計画では、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」

が掲げられており、その要素としては、幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協

働性、自己肯定感、自己実現などが挙げられ、これらを、教育を通じて向上させていく

ことが重要とされています。 

   この考え方は、福岡市の教育を進めていくうえでも重要であり、子どもの権利が尊

重され、子どものウェルビーイングを向上させるという視点を常に意識する必要があ

ります。 

   また、子どものウェルビーイングを高めるためには、教員のウェルビーイングを確

保することが必要であり、学校が教員のウェルビーイングを高める場となることが求

められます。 

   

    

（４）計画推進にあたっての共通の視点 
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○指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

「学校に行くのは楽しいと思う」という設問に対し、

「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答

した、児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査 40） 

小６児童 86.1％ 増加 

中３生徒 86.4％ 増加 

「あなたは、日々の仕事に、喜びや楽しみを感じてい

ますか」という設問に対し、「はい」と回答した、教職

員の割合 

（福岡市教育委員会調査） 

教職員 74.9％ 増加 

 

② ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション） 

   ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは、「デジタル化でサービスや業務、

組織を変革すること」とされています。 

   子どもたちの教育の質の向上や、困難を抱える子どもの支援、教員業務の適正化・

効率化など様々な場面において、デジタル化でよりよい効果や新たな価値を見出すこ

とができないかという意識を持つことが必要です。 

   なお、デジタルの活用とともに、対面による授業や体験活動も不可欠であり、学習

段階や学習場面、一人ひとりの状況に応じて、これらを最適に組み合わせて行くこと

が求められます。

                                        
40 全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における子どもの学力・学習状況を把握・分

析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ることを目的として文部科学省が平成 19

年度から小学校６年生と中学校３年生を対象に実施している全国調査 
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（１）施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 施策 

基本方針１ 子どもを主体とした学びの推進 

基本方針２  多様な教育ニーズへの対応 

基本方針３  教員の資質・意欲の向上 

基本方針４  安全・安心な教育環境の整備 

基本方針５  地域連携の推進・家庭教育の支援 

施策１ 確かな学力の育成 

施策２ 豊かな心の育成 

施策３ 健やかな体の育成 

施策４ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

施策５ 教職員の確保及び資質・能力の向上 

施策６ 教員が子どもと向き合い、チームとして対応できる 
環境づくり 

施策７ 安全・安心に学ぶことができる環境の整備 

施策８ 学校と家庭・地域等の連携強化及び家庭・地域等に 
おける教育の支援 
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（２）各施策の内容   

 

 

１ 今後の方向性 

子どもを主体とした学びを通して、学ぶ意欲を持ち、課題を発見し、よりよい解決   

に向けて自ら考え、判断・行動し、その結果や過程を振り返り、次の学びに生かす資質・

能力等の育成を図ります。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 子どもを主体とした学びの推進に向けた授業改善 

子どもを主体とした学びを推進するため、個別最適な学びと協働的な学びの一体的

な充実を通して、児童生徒の興味・関心を高め、子ども一人ひとりの可能性を引き出

す授業改善に取り組みます。 

また、教員は子どもの学びを支える伴走者として、学びに必要な人や空間・時間な

どをコーディネートする役割を担っていきます。 

 

  ○ 学校のＩＣＴ環境整備、教育データの活用  

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、教育の質を向上させていく

ため、学校において必要なＩＣＴ環境のさらなる充実に取り組むとともに、教育デー

タ連携基盤を構築し、教育データの活用に取り組みます。 

また、様々な教育データの収集、分析に基づく授業改善や施策立案に向けた研究や、

研究成果等の発信、大学や企業等との協働などを担う、新たな学びの拠点として教育

研究施設を整備します。 

   

○ キャリア教育の推進 

児童生徒が、「学ぶこと」と「自らの将来」とのつながりを見通しながら、社会的・

職業的自立に向けて必要な資質・能力を育成することができるよう、各学校段階を通

じた体系的・系統的なキャリア教育を推進します。 

 

○ 英語教育の推進 

英語教育においては、外国語ゲストティーチャーやネイティブスピーカーを配置し、

効果的に活用することで、生きた英語に触れる言語活動を充実させ、児童生徒のコミ

ュニケーションを図る資質・能力の育成に努めます。 

 

 

 

施策１ 確かな学力の育成 
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  ○ 市立高校の特色ある教育の推進 

市立高校については、社会経済の変化や産業界のニーズを踏まえ、市の産業や地域

の将来に貢献できる人材の育成に向け、専門学科を有する高校の学科改編など、各高

校の魅力化・特色化に取り組みます。また、高度な情報技術を有する人材を育成する

ため、３年間に限らない学びの検討を進めます。 

 

３ 指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

「国語・算数（数学）の授業の内容がよくわかるか」

という設問に対し、「当てはまる」「どちらかといえば

当てはまる」と回答した、児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 83.2％ 85.0％ 

中３生徒 78.5％ 83.0％ 

「５年生（中学校２年生）までに受けた授業では、課題

の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいた

か」という設問に対し、「当てはまる」「どちらかといえ

ば当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 80.3％ 86.0％ 

中３生徒 80.8％ 87.0％ 

「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考

えを深めたり、広げたりすることができる」という設問

に対し、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」

と回答した、児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査 41） 

小５児童 80.2％ 85.0％ 

中２生徒 87.5％ 90.0％ 

「将来の夢や目標を持っていますか」という設問に対し、

「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答

した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 83.0％ 84.0％ 

中３生徒 70.4％ 74.0％ 

「もっと英語で自分の言いたいことを伝えたり、相手の

言いたいことを理解できるようになりたい」という設問

に対し、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」

と回答した児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査） 

小４児童 85.4％ 増加 

英検３級相当以上の中学校３年生の割合 

（英語教育実施状況調査） 中３生徒 
65.1％ 

（R5） 
72.0％ 

「高校での学びは、進路選択に役立っていると思います

か。」という設問に対し、「とてもそう思う」「ややそう

思う」と回答した生徒の割合 

（福岡市教育委員会調査） 

高１～ 

高３生徒 
94.2％ 増加 

  

                                        
41 義務教育９年間を通して、子どもたちの実態に応じた指導を行い、一人ひとりの生活習慣の定着や学習指導の改善な

どを行う目的で、平成 22年度から実施している本市独自の調査 
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１ 今後の方向性 

  道徳教育や様々な体験活動など学校教育活動全体を通して、児童生徒の豊かな情操

や道徳心を培い、他者への思いやり、自己肯定感、社会性などを育みます。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 道徳教育の推進  

道徳教育については、学習指導要領の趣旨を踏まえ、「考え、議論すること」「児童

生徒の実態に応じた指導を行うこと」「各教科等との関連を図ること」などを重視し、

授業改善を進めるとともに、家庭・地域等と連携しながら、規範意識をはじめとする

児童生徒の道徳性を育みます。 

 

  ○ 人権教育の推進 

「第３次福岡市教育委員会人権教育推進計画」に基づき、学校での人権教育の組織

的・計画的な取組みや、教員の人権意識及び指導力の向上を図ります。 

 

  ○ 豊かな体験活動 

自然体験や職業体験、地域や郷土の人・もの・ことを活用した学習活動など、様々

な体験活動等の充実を図り、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育んでいきます。 

 

○ 読書活動の推進 

「福岡市子ども読書活動推進計画（第４次）」に基づき、読書活動への意識の向上や

読書量の増加を図るため、司書教諭を中心に学校司書やボランティアも含めた体制を

強化し、「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての学校図書館の機能

を充実させるとともに、児童生徒が発達段階に応じて自ら読書に親しめる環境づくり

に取り組みます。 

 

  ○ 情報モラル教育の推進 

児童生徒の発達段階に応じて様々な情報への関わり方の指導を行い、インターネッ

トやＳＮＳなどの各種メディアに対する正しい向き合い方や活用能力の向上を図りま

す。 

 

 

 

施策２ 豊かな心の育成 
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  ○ いじめの未然防止・早期対応 

各学校で児童生徒が主体となったいじめ防止の取組みを推進するとともに、教員が

いじめに関して正確に理解し、積極的に認知を行うことで、いじめ防止対策推進法の

趣旨に沿った、いじめの未然防止、早期の組織的対応、関係機関との連携などの取組

みを推進します。 

 

３ 指標   

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

「自分にはよいところがあると思う」という設問に対し、

「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答

した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 85.5％ 89.0％ 

中３生徒 86.5％ 90.0％ 

「学校のきまりを守っている」という設問に対し、「当

てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答した

児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査） 

小６児童 90.6％ 増加 

中３生徒 96.3％ 増加 

「人が困っているときは、進んで助けていますか」とい

う設問に対し、「当てはまる」「どちらかといえば当ては

まる」と回答した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 92.9％ 増加 

中３生徒 90.6％ 増加 

「読書が好きだ」という設問に対し、「当てはまる」「ど

ちらかといえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査）  

児童 79.0％ 90.0％ 

生徒 60.5％ 90.0％ 

「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思い

ますか」という設問に対し、「当てはまる」「どちらかと

いえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

(全国学力・学習状況調査) 

児童生徒 96.1％ 増加 
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１ 今後の方向性  

  児童生徒が運動やスポーツに親しむことを通して体力の向上を推進するとともに、

生活習慣の確立や学校保健の推進等により、心身の健康の増進に取り組み、健やかな体

の育成を図ります。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 体力向上の推進 

児童生徒が、自己の適性や興味・関心等に応じた「する、見る、支える、知る」な

どの運動への様々な関わりを通して、運動やスポーツに親しみ、生涯にわたって運動

やスポーツを継続し、心身ともに健康で幸福な生活を営むことができる資質や能力を

育成します。 

 

  ○水泳授業の充実 

民間プール等事業者に水泳指導を委託し、専門的な水泳指導による授業の充実や水

泳学習の計画的実施、教員業務の効率化、学校プール維持管理費の削減等に取り組み

ます。 

 

○ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育 

喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育では、各学校で薬物乱用防止教室等を通じ、知識を

習得するとともに、未成年期の喫煙・飲酒、薬物乱用を絶対にしないという強い意志

を持ち、行動を選択できる資質・能力を育成します。 

 

  ○ プレコンセプションケア 42の視点を取り入れた指導 

性に関する指導では、プレコンセプションケアの視点で、児童生徒が将来を考えて

健康的な生活を送ることができるよう、正しく判断し行動するための基盤となる知識

の習得を図ります。 

 

  

                                        
42 若い男女が将来のライフプランを考えて日々の生活や健康と向き合うこと。早い段階から正しい知識を得て健康的な

生活を送ることで、将来の健やかな妊娠や出産につながり、未来の子どもの健康の可能性を広げる。 

施策３ 健やかな体の育成 
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○ 食育の推進 

児童生徒が、様々な経験を通して食に関する知識と食を選択する力を習得し、生涯

にわたって自ら健全な食生活を実践することができる力を育むため、栄養教諭を中心

とした食に関する指導の充実・工夫を図っていくとともに、保護者への啓発を引き続

き推進します。 

 

３ 指標  

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

１週間の総運動時間 60分以上の児童生徒の割合 

（体力・運動能力調査） 小５児童 
86.7％ 

（R5） 
90.0％ 

中２生徒 
77.6％ 

（R5） 
83.0％ 

「中学校に進んだら、授業以外でも（中学校を卒業した

後も）自主的に運動（体を動かす遊びをふくむ）やスポ

ーツをする時間を持ちたいと思いますか。」という設問

に対し、「思う」「やや思う」と回答した児童生徒の割合 

（体力・運動能力調査） 

小５児童 
84.4％ 

（R5） 
88.0％ 

中２生徒 
81.3％ 

（R5） 
84.0％ 

「好ききらいをしないで、栄養バランスを考えながら食

事をしている」という設問に対し、「している」「どちら

かといえばしている」と回答した児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査） 

小５児童 76.6％ 増加 

中２生徒 78.8％ 増加 
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１ 今後の方向性 

  児童生徒の多様な教育ニーズに対応するため、一人ひとりのニーズを的確に把握す

るとともに、社会的包摂の観点も踏まえ、個々の状況に応じた適切な支援に取り組み、

一人ひとりの能力を伸ばし、可能性を引き出す教育を推進します。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 教育相談・支援体制の充実 

心の健康観察などにより児童生徒の心身の状態の変化を早期に把握するとともに、

児童生徒一人ひとりに対して、問題の未然防止や早期対応ができるよう、専門家等に

よる相談支援体制の充実を図ります。 

また、教育相談コーディネーター43やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーなどの更なる資質向上に取り組みます。 

 

○ 不登校児童生徒の支援 

学校に行きづらさを感じる児童生徒に対しては、要因やその背景、支援ニーズを把

握し、学びの多様化学校や教育支援センター等の多様な学びの場を提供するなど、個々

の児童生徒に応じた組織的かつ適切な支援や指導の充実を図ります。 

 

  ○ 特別支援教育の推進 

特別な支援を要する児童生徒に対しては、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様 

な学びの場の整備や、児童生徒の可能性を引き出す適切な指導や必要な支援、将来の

自立と社会参加を目指した支援などの充実に努めます。また、障がいの有無に関わら

ず、互いに学び合う教育環境を実現するため、交流及び共同学習の推進、医療的ケア

支援体制の整備など、インクルーシブ教育システム 44の充実を図ります。 

また、全ての教員の特別支援教育に関する理解の深化を図り、専門性の向上に向け

て取り組みます。 

 

    

                                        
43 学校全体の児童生徒の状況及び支援の状況を一元的に把握し、学校内及び関係機関等との連絡調整、ケース会議の開

催等児童生徒の抱える問題の解決に向けて調整役として活動する教員 
44 障がいのある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、地域社会の一員として豊かに生きることができるよう

に、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み 

施策４ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 
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○ 日本語指導の充実 

日本語指導が必要な児童生徒に対しては、児童生徒がきめ細かな日本語指導を受け

ることができるよう、受け入れ体制の整備を図り、いち早く日本の学校生活になじみ、

日本語での学習に取り組めるよう指導や支援の充実を図ります。 

 

３ 指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人に

いつでも相談できていますか」という設問に対し、「当

てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答した

児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

児童生徒 67.9％ 73.0％ 

不登校児童生徒のうち、専門的な相談・指導等を受けた

人数の割合 

（児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に

関する調査） 

児童生徒 
48.1％ 

（R5） 
61.0％ 

「個別の教育支援計画及び個別の指導計画に沿った支

援が行われるとともに、校内や学校間で引継ぎがなされ

ているか」の設問に対し、「はい」と回答した校長の割

合 

(福岡市教育委員会調査) 

小・中・

高・特別支

援学校の 

校長 

94.0％ 

（R5） 
増加 

日本語指導を終えた児童生徒のうち「友達と日本語で会

話できるようになって楽しく過ごせた」という設問に対

し、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回

答した児童生徒の割合  

(福岡市教育委員会調査) 

児童生徒 - 増加 
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１ 今後の方向性  

資質と意欲のある人材の採用や教員が学び続けることができる環境づくりを推進する

ことにより、教育に対する使命感や情熱等を持った教員を確保するとともに、教育の専

門家としての資質・能力の向上を図ります。 

 

２ 主な取組み 

  ○ 実践力のある教員の確保に向けた取組み 

子どもを主体とした学びにおいて教員が担うべき役割を踏まえ、大学との連携の充

実・拡大による教員の養成や、多様な専門性を持つ人材の確保等に向けた採用手法の

改善により、実践力のある教員の確保に取り組みます。 

 

  ○ 資質・能力の向上に向けた研修の充実 

教職員が時代の変化に応じて求められる資質・能力を身に付けることができるよう、

「福岡市教員育成指標 45」に基づく研修の実施や先進事例などの調査研究と情報提供、

協働的・探究的な校内研修の推進など教職員一人ひとりが意欲をもって主体的に学び

続けることができる環境づくりに取り組みます。 

 

  ○ メンタルヘルス対策及びコンプライアンス向上に向けた取組み 

教職員が心身ともに健康で能力を発揮できるよう、「福岡市立学校教職員心の健康づ

くり計画」に基づき、メンタルヘルス対策の取組みを推進するとともに、コンプライ

アンスの推進に向けて、引き続き、教職員一人ひとりの当事者意識の向上と、学校と

教育委員会が一体となった不祥事防止の取組みを推進します。 

 

 

  

                                        
45 教員（教員志望者）がどのような資質・能力を身に付けながらキャリアを積んでいけばよいのかをキャリアステージ

ごとに示したもの 

施策５ 教員の確保及び資質・能力の向上 
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３ 指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

教員採用試験の競争率 

※競争率＝受験者数÷採用者数 

（福岡市教育委員会調査） 
受験者 

3.0倍 

（R5） 
3.3倍 

「授業研究や事例研究等、実践的な研修を行っているか」

という設問に対し、「よくしている」「どちらかといえば

している」と回答した学校の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小学校 96.6％ 増加 

中学校 94.2％ 増加 

「ストレスチェックの結果の活用や研修など、教職員自

身の心身の健康状態につき振り返り対処する機会が提供

されていると思いますか」という設問に対し、「そう思

う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した学校の

割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小学校 90.4％ 増加 

中学校 92.9％ 増加 

「私は、公務員倫理や服務義務について、十分に理解し

ている」という設問に対し、「そう思う」と回答した教

職員の割合 

（福岡市教育委員会調査） 

教職員 79.2％ 95.0％ 
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１ 今後の方向性  

  教育は、教員が子どもたちとの触れ合いの中で一人ひとりの可能性を引き出し、成長

を促す営みであるため、働き方改革や「チーム学校」の推進等を通して、教員が自己を

高めながら、活き活きと子どもと向き合うことができる環境づくりを推進します。 

 

２ 主な取組み 

  ○ 働き方改革の推進 

教員の時間外在校等時間は近年、全体として減少していますが、依然として長時間

勤務の教員が多い実態があるため、「福岡市立学校における働き方改革推進プログラム」

に基づき、部活動指導員やスクール・サポート・スタッフなどの専門スタッフの配置・

拡充やクラウド型校務支援システムの導入、高性能端末の整備など、引き続き教員業

務の適正化・効率化に取り組み、教員が子どもと向き合う時間や自らの授業を磨く時

間を確保できる環境づくりを進めます。 

 

  ○ 学校のマネジメント体制の強化 

主幹・指導教諭や教頭マネジメント支援員の配置・拡充により、学校マネジメント

力の向上を図るとともに、近年の大量採用により若年層が増加していることを踏まえ、

学校現場における人材育成が機能するよう体制の整備に取り組みます。また、キャリ

アステージの複線化を図るとともに、育児や介護等個々の教職員が置かれている状況

に応じた多様な働き方が可能な環境づくりを推進するなど、学校における組織力の強

化を図ります。 

 

  ○ チーム学校の推進 

学校において、教育ダッシュボード等を活用して情報を共有し、校長等のマネジメ

ントのもと、教職員とスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校司

書などの多様な専門スタッフがチームとして、子どもたちに必要な資質・能力を育成

するとともに、様々な課題の解決に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

施策６ 教員が子どもと向き合い、チームとして対応できる環境づくり 
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３ 指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

「子どもと向き合う時間や自らの授業を磨く時間を確

保できているか」という設問に対し、「そう思う」「少

しそう思う」と回答した教員の割合 

（福岡市教育委員会調査） 

教員 48.9％ 61.0％ 

「学校運営の状況や課題を全教職員の間で共有し、改

善に向けて学校として組織的に取り組んでいる」とい

う設問に対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思

う」と回答した学校の割合  

（全国学力・学習状況調査） 

小学校 97.9％ 増加 

中学校 98.6％ 増加 
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１ 今後の方向性 

 学校施設をはじめとした教育環境の向上に取り組むとともに、関係機関等と連携しな

がら、児童生徒の安全を確保する取組みを推進するなど、子どもたちが安全に安心して

学ぶことができる環境の整備を推進します。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 学校施設の計画的な改修・建替え 

今後も、子どもたちが安心して学ぶことができる教育環境を確保するため、「福岡市  

学校施設長寿命化計画」に基づき、築 20年、40年、60年に必要な改修を実施すると

ともに、計画的に学校施設の建替えを推進します。 

学校が新しい時代の学びの場となるよう、教育活動に柔軟に対応できる教育環境づ

くりを目指します。 

 

  ○ 学校規模適正化の推進 

過大規模校や小規模校化が進行する学校については、学校施設の建替えの機会など

を捉え、地域や保護者などと丁寧に協議を行い、学校規模適正化に向けた取組みを推

進します。 

 

  ○ 児童生徒の安全確保 

通学路における交通安全対策については、「福岡市通学路交通安全対策プログラム」

に基づき、関係機関と連携し、通学路の点検を実施します。また、登下校時及び放課

後における児童生徒の交通事故等の原因を分析し、児童生徒に対する交通安全教室を

実施するなど安全対策に継続的に取り組みます。 

 

３ 指標  

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
（2029） 

建替え工事に着手した学校数 

（福岡市教育委員会調査） 学校施設 － 
３校/年 

（R8～） 

「あなたは安全に気を付けて、登下校できていますか。」

という設問に対し、「当てはまる」「どちらかといえば当

てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査） 

児童 94.0％ 増加 

生徒 95.8％ 増加 

 

施策７ 安全・安心に学ぶことができる環境の整備 
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１ 今後の方向性 

  子どもたちは、家庭や地域の中で様々な体験や人との関わりを通して成長していくも

のであり、学校と家庭・地域等との連携強化を図るとともに、家庭教育や地域における

学習活動の支援等に取り組み、地域全体で子どもたちの学びを支える環境づくりを推

進します。 

 

２ 主な取組み 

 ○ 地域連携の推進  

学校の情報をより分かりやすく積極的に発信し、家庭、地域、保育所・幼稚園等へ

幅広く情報を伝え、学校サポーター会議や学校運営協議会 46等により保護者や地域住

民等からの意見を聞くとともに、学校における教育活動に地域の人材を活用するなど、

地域全体で子どもたちを育む学校づくりに取り組みます。 

 

○ 家庭教育の支援、地域における学習活動への支援 

子どもたちが規則正しい生活習慣などを身に付けるために、家庭教育の重要性につ

いて保護者の理解を深めるとともに、具体的な行動につながるよう、様々な場面にお

いて学びの機会を提供するなど、家庭教育の支援に取り組みます。 

  また、地域において自主的・組織的に学習活動及びその成果を実践する活動を行う団

体の支援に取り組みます。 

 

３ 指標 

指標 
現状値 
(2024) 

目標値 
(2029) 

「携帯電話やスマートフォン、コンピュータ、ゲー

ム機などの使い方について、家族と約束を決めて、

それを守っている」という設問に対し、「当てはまる」

「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童生

徒の割合 

（生活習慣・学習定着度調査） 

児童 
82.9％ 

（R5） 
87.0％ 

生徒 
75.9％ 

(R5) 
85.0％ 

「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思

う」という設問に対し、「当てはまる」「どちらかと

いえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合 

（全国学力・学習状況調査） 

小６児童 86.3％ 88.0％ 

中３生徒 79.4％ 81.0％ 

 

                                        
46 保護者や地域住民の意見を学校運営に反映し、地域とともにある学校づくりを実現するために設置され、学校運営に

関する協議に加え、学校運営への必要な支援に関する協議も行うもの 

施策８ 学校と家庭・地域等の連携強化及び家庭・地域等における教育の支援 
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○データ集 

１ 児童生徒数等  

・児童生徒数の推移 

  ・福岡市の教育費予算の推移 

  ・学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合 

  ・日々の仕事に、喜びや楽しみを感じている教職員の割合 

２ 施策 

 （１）確かな学力の育成 

  ・課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合 

  ・学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりする 

   ことができる児童生徒の割合 

  ・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

  ・英検３級相当以上の中学３年生の割合 

 （２）豊かな心の育成 

  ・自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合 

  ・学校のきまりを守っている児童生徒の割合 

  ・人が困っているときは、進んで助けている児童生徒の割合 

  ・読書が好きな児童生徒の割合 

  ・いじめの認知件数 

 （３）健やかな体の育成 

  ・中学校に進んだら、授業以外でも（中学校を卒業した後も）自主的に運動やスポー

ツをする時間を持ちたい児童生徒の割合 

  ・好ききらいをしないで、栄養バランスを考えながら食事をしている児童生徒の割合 

 （４）多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

  ・困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談できている児童

生徒の割合 

  ・不登校児童生徒数 

  ・特別支援学校・学級・通級指導教室に在籍する障がいのある児童生徒数 

  ・特別支援学級の設置状況（小学校・中学校） 

  ・日本語指導を受けている児童生徒の数 

 （５）教員の確保及び資質・能力の向上等 

  ・福岡市立学校教員数の推移 

・新規採用職員数と競争率 

  ・公務員倫理や服務義務について、十分に理解している教職員の割合 

７ 資料編 
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 （６）教員が子どもと向き合い、チームとして対応できる環境づくり 

  ・子どもと向き合う時間や自らの授業を磨く時間を確保できている教員の割合 

  ・正規教員の年齢構成（令和６年５月現在） 

 （７）安全・安心に学ぶことができる環境の整備 

  ・学校施設の経過年数（令和６年４月時点） 

・規模別学校数（令和６年度小学校・中学校） 

 （８）学校と家庭・地域等の連携強化及び家庭・地域等における教育の支援 

・携帯電話やスマートフォン、コンピュータ、ゲーム機などの使い方について、家族と

約束を決めて、それを守っている児童生徒の割合  
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○子どもの意見聴取 

次期計画の策定にあたり、子どもたちから学校生活や教育に関する気持ちや考えを聞く

アンケートを実施 

  

●対象 

  福岡市立の小学校、中学校、特別支援学校、高等学校に在籍する児童生徒 

 

●実施期間 

  令和６年 10月９日～10月 23日 

 

●回答者数 

区分 回答者数 回答率 

小学校 53,388人 64.5％ 

中学校 25,594人 65.4％ 

高等学校 522人 14.5％ 

特別支援学校 314人 15.9％ 

計 79,818人 62.6％ 

※ 回答率は、令和６年５月１日時点で市立学校に在籍する校種別の全児童生徒数に

占める回答者数の割合 

 

●回答結果 

（１）選択式設問（必須回答） 

  【小１～小３】 

   ○「あなたはどんなことをがんばりたいですか。ひとつ えらんでください。」 

（３項目の中から１項目を選択） 

    １ じぶんから べんきょう すること            回答数  4,915 

    ２ ともだちと なかよく すること             回答数  8,947 

    ３ いろいろなことに チャレンジ すること         回答数 14,640 

 

○「どんな がっこうだったら うれしいですか。ひとつ えらんでください。」 

（５項目の中から１項目を選択） 

１ べんきょうが わかる がっこう                         回答数 5,071 

２ みんなが たいせつに される がっこう                 回答数 7,966 

３ せんせいと たくさん おはなし できる がっこう         回答数 2,793 

４ あんしんして べんきょう できる がっこう             回答数 9,242 

５ ちいきの ぎょうじに たくさん さんかできる がっこう 回答数 3,430 
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【小４～高３】 

○「あなたがなりたい大人になるために必要だと思うものを選んでください。」 

（９項目の中から３項目まで選択） 

１ 自分で問題点を見つけ、解決の見通しを持つ       回答数 18,784 

２ 勉強する環境（だれと・どこで・いつ）を自分で選ぶ     回答数  8,663 

３ 学んだことをふり返って、次の学びにいかす       回答数 13,291 

４ 友達や地域、社会の人と関わる             回答数 16,414 

５ 自分も他の人も大切にする               回答数 22,204 

６ 違う考えでも、話し合ってより良い方法を見出す     回答数  8,153 

７ 将来の夢や目標を持つ                 回答数 23,254 

８ 自分の周りの出来事を、 

他人事ではなく自分事として受け止める              回答数  7,594 

９ 失敗することを恐れず、新しいことに挑戦する      回答数 28,746 

 

○「あなたが「学校に望むこと・期待すること」を選んでください。」 

（９項目の中から３項目まで選択） 

１ 自分の力に合った授業や、よくわかる授業が行われること  回答数 25,202 

２ 自分の将来の生き方や、 

職業につながる授業が行われること               回答数 22,202 

３ 自分と他人を大切にする心を育む授業が行われること   回答数 11,135 

４ (学校や先生が)悩んでいることや困っていることに 

気がついてくれたり、いじめなどの相談にのってくれ 

たりすること                       回答数 12,275 

５ 楽しく運動ができる授業が行われること          回答数 19,670 

６ わたしたちすべてが大切にされ、 

それぞれに必要な教育が受けられること                 回答数 14,302 

７ あたたかく、過ごしやすい学級をつくるために、 

わたしたちを支えてくれる先生であること              回答数 14,631 

８ 安全に登校することができて、 

安心して学ぶことができる環境が整っていること       回答数 14,081 

９ 学校の周りに住んでいる人と学校が協力をすることで、 

わたしたちみんなが成長していくこと            回答数  8,705 
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（２）自由意見（任意回答） 

 【小１～小３】 

「どんな がっこうだったら うれしいですか。いけんがあれば おしえてください。」 

【小４～高３】 

 「「こんな学校ならいいな」「こんなところを変えてほしい」など、学校に対する思い

を自由に書いてください。」 

 

①有効回答数    37,028件 

  小学生    23,481件    

  中学生    13,324件   

  特別支援学校     94件    

  高校生        129件     

   

②分野ごとの主な意見 

施策１ 確かな学力の育成に関すること・・・8,231件 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・もっとみんなと学び合える授業がほしい  

 ・自分にあった、学習法や、問題、ペースで、勉強できる学校ならいいな

と思います 

 ・タブレットを使った授業を増やしてほしい 

 ・みんなの将来につながるような授業がある学校 

○中学生 

・ただただ先生が教えるだけではなく、まず先に自分たちで考えさせる授

業をする学校が一番望ましいです。 

・学校の生徒一人ひとりが自分の将来のことについて真剣に考えられたら

いいと思いました。 

・英語を書くんじゃなくてアメリカとかいっても通じるような英語の喋り

方を教えてほしい。 

○特別支援学校 

・積極的にタブレットを使うことができる授業 

○高校生 

・学びたいことを学べる学校 

・将来の夢を見つけられる学校 



- 36 - 

施策２ 豊かな心の育成に関すること・・・6,493件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３ 健やかな体の育成に関すること・・・739件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・道徳の授業などをふやして、思いやる力を身に着けたい 

 ・読書がたくさんできる学校 

 ・誰も、いじめられない学校 

○中学生 

 ・行事ごとに全力で取り組んでいろんな経験が出来る学校 

 ・インターネットに侵され情報の大切さ人命の大切さを理解していない生

徒への徹底的な教育 

 ・いじめがあったときにすぐに気づいて対処してくれる学校 

○特別支援学校 

 ・みんなが助け合う学校 

○高校生 

 ・いじめのない学校 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・みんながスポーツを好きになれるような取り組みをしている学校。 

○中学生 

 ・体の免疫力を高めるために体育の授業を増やしてほしい 

○特別支援学校 

 ・もっと体育の授業を増やしてほしい 

○高校生 

 ・もっと体育の授業がしたい 
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施策４ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂に関すること・・・937件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策５ 教員の確保及び資質・能力の向上・・・900件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策６ 教員が子どもと向き合い、 

チームとして対応できる環境づくり・・・115件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・先生がいつも笑顔の学校 

○中学生 

 ・もっと生徒をよく見ておいてくれる教師が増えたら嬉しい 

 ・生徒の意見に耳を傾けてくれる先生を増やしてほしい 

○高校生 

 ・先生と生徒が信頼できる関係が築ける学校ならいいなと思う。 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・先生とたくさんお話できる学校 

 ・先生の自由時間を増やしてほしい 

○中学生 

 ・先生たちの労働環境を改善し先生の負担を減らして生徒も先生も輝ける

いい学校 

 ・先生がいつも大変そうなので、職場改善案を検討してもらいたい。先生

にゆとりがあれば、生徒への指導も、今よりもさらに良いものになると

思う。 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・困ったことがあったらすぐに誰かに相談できる学校 

 ・障がいがある人も安心して学校に行けるような工夫をしてほしいです。 

○中学生 

 ・学校に行きづらいという思いを抱える生徒が、学ぶ手段を複数から選択

することができる学校になってほしいと思います。また、学校に行けて

いないことで自分を責める生徒が少なくなってほしいです。 

○高校生 

 ・ひとりひとりに寄り添える学校 
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施策７ 安全・安心に学ぶことができる環境の整備・・・2,886件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策８ 学校と家庭・地域等の連携強化及び 

家庭・地域等における教育の支援・・・119件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・学校の周りに住んでいる人と協力して、学校のみんなが成長する学校な

らいいと思います。 

○中学生 

 ・地域の人たちとの交流をして地域社会を知りたい 

・地域の行事に積極的に学校全体で取り組む学校が良いです。 

○高校生 

 ・地域を盛り上げていこうという活動を行う年齢層が上がっており、若い

人達の力が足りないと感じるため、地域とのつながりを大事にしたイベ

ントや、その土地の伝統品についての授業を増やすとより良くなると思

う。 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・不審者が入ってこれないような学校ならいいなと思います。 

 ・登下校の時、狭い道が通学路になっているから、少し怖い 

○中学生 

 ・通学路の安全強化 

○特別支援学校 

・きれいな学校 

○高校生 

 ・綺麗な学校 
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その他・・・16,608件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な意見〉 

○小学生 

 ・笑顔いっぱいで明るく元気な学校が良い 

 ・楽しい思い出ができるような学校 

○中学生 

 ・あたたかい雰囲気の学校 

 ・自分らしくのびのびと過ごすことができ、みんなで成長することができ

る学校 

○特別支援学校 

・自分の個性や得意なことがいかせるような学校 

○高校生 

 ・みんなが楽しめる学校 



第３次福岡市教育振興基本計画における指標設定の方向性について

＜参考＞指標設定のロジックモデル 参考:文部科学省 大臣官房政策課 政策推進室「「ロジックモデル」作成マニュアル」

（例）最終目標:次世代を担うグローバル人材の育成・排出
課題：若いうちに世界を知るべく、高校生の留学が必要

次期計画における指標設定の考え方

政策手段による活動
（事業の実施内容等）

事例集の企画制作・配布

アクティビティ
（事業の実施内容）

事業によって提供・整備さ
れる産出物やサービス
サービスを供給する実施者
の視点になることが一般的

事例集 ●冊
配布数 ●校

アウトプット
（事業の活動目標・実績）

事業のアウトプットによっ
てもたらされる変化・成果
サービスを享受する受益者
(国民・学校・生徒等)の視
点になることが一般的

事例集を通した留学への認
知・関心向上
XX調査〇年比●%上昇

アウトカム
（成果目標）

あるべき姿、最終的に目指す
姿

インパクト
（最終目標・社会的影響）

次世代を担うグローバル
人材の育成・輩出
Xを担う人材×年●人

目的手段

参考資料１

① 指標設定の目的
・計画に定める施策全体および分野ごとの状況を把握するために設定する。

② 指標の選定
・各施策分野の包括的な状況を測るため、アウトカム指標とする。
・施策の当事者である児童生徒や教職員などの視点を主に用いる。
・定期的に数値を測ることができるものとする。
・児童生徒や教職員の負担軽減や全国比較が可能であることを踏まえ、できる限り国の調査など既存の統計・調査を活用する。

③ 目標値
・目指すべき状況を示すために目標値を設定する。
・目標値は現状を踏まえて適切に設定する。
・原則として、定量的な目標値とする。（定量的な目標値の設定が困難な場合や適さない場合は、定性的な目標を定める。）


	01_第4回会議次第
	02_（資料１）第３次福岡市教育振興基本計画（原案）
	03_（参考資料１）指標の考え方
	スライド番号 1


